
150日間の通常国会、参院選を松川るい参議院議員の再選で終え、来年の統一地方選挙に向けて
一丸となって大阪・日本の発展のために全力で取組んでいきます。

大阪3区版 広報誌
発行日：令和4年8月13日
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国会での活動報告などは

「柳本あきらチャンネル」

■ 重要土地等調査法の現状
■ エネルギー問題（原子力発電所再稼働）
■ スタートアップ支援
■ 木材、水素など強みを活かした産業育成
■ コロナ感染症対策

■ 外国人労働者問題
■ 地域活性化に向けての自治
■ 大阪におけるIR整備計画
■ 憲法改正
■ 2025年大阪・関西万博

2022
vol.17Osaka
hanks

オオサカサンクス

Taisho

Nishinari

Suminoe

Sumiyoshi

自民党大阪３区では、積極的に地域のお声をお聞きし、行政施策へと反映させるべく
「ふれあい対話集会」を開催しています。ぜひ、ご関心をお寄せください。

柳本顕の国会質疑
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薬機法の改正により、ワクチン・治療薬・検査機器な
どについての緊急承認制度を設けることで、日本にお
ける創薬力の強化を推進していきます。

厚生労働委員会で
コロナ対策について質疑

令和4年4月13日

柳本顕の
国会質疑

❸

ロシアのウクライナ侵略を受けて、不測の事態に
対する対応を確認。合わせて、外交的な観点から
東アジアを中心とした万博の機運醸成、台湾に
も民間レベルで参画依頼をしていくことなどを
求めました。

外務委員会において
「万博と外交」について質疑

令和4年3月16日

柳本顕の
国会質疑

❷

令和４年度予算案・地方財政計画などについて質疑。特に、国による地
方の財源確保として①緊急防災・減災事業費の拡充②脱炭素化の取組
み推進③保健所の体制強化④児童相談所の体制強化…を要望。金子総
務大臣などから前向きな答弁を頂く。

総務委員会にて
国会初質疑

令和4年2月10日

柳本顕の
国会質疑

❶

特設ページは
こちらから▼

いずれも19時～の開催を予定しております。
また、適宜ネット配信をしておりますので、直前のSNS発信にてご確認下さい。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ネット中継のみにさせて頂く場合もあります。）

9月9日（金） 大正区
大正会館 会議室大正会館 会議室

10月17日（月） 住之江区
住之江会館 会議室住之江会館 会議室

11月13日（日） 住吉区
住吉区民センター 会議室住吉区民センター 会議室

12月23日（金） 西成区
西成区民センター 会議室西成区民センター 会議室

今後の

ふれあい対話集会［予定］

をご覧ください

重点政策についてリアル対話型で語っています
ふれあい対話集会では、

コメントも
お待ちして
います！

このほかの国会質疑やふれあい対話集会の様子は、YouTube「柳本あきらチャンネル」をご覧ください。



当日お持ちいただく物
［必ずご持参ください］

通知カード（または個人番号通知書）
本人確認書類（A.1点またはB.2点）
A.官公署が発行した顔写真付きの本人確認資料
B.本人の氏名と住所、又は氏名と生年月日が確認できる資料

交付申請を行うと、概ね１か月で市区町村から、
交付通知書（はがき）が自宅に届きます。
▶ 必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書（はがき）に記載された期限までに、
　 ご本人が交付通知書に記載された交付場所に行ってください。
▶ 交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことにより、
　 カードが交付されます。

マイナンバーカードの受け取り

柳本顕「大阪の底力」事務所
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イズミヤ
花園店

地下鉄四ツ橋線
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■ 住所／〒557-0034 大阪市西成区松1-1-6
■ 電話／06-4398-6090　■ FAX／06-4398-6091
E-mail : osakathanks@gmail.com
http://www.yanagimotoakira.com

検 索柳本あきら

柳本顕大阪事務所

マイナンバーカードマイナンバーカード
● スマートフォンによる申請

● パソコンによる申請
● まちなかの証明写真機からの申請

● 郵便による申請

マイナンバーカードの申請方法
未だお持ちでない方には、「オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書」が順次送付されます。

「75歳以上の方々で、令和2年度又は令和3年度に
お住まいの都道府県の後期高齢者広域連合からマ
イナンバーカード交付申請書が送付されている方」
など、別の機会に交付申請書を送付されている（ま
たは送付予定）の方々は送付の対象とはなりません
ので、ご注意下さい。

マイナンバーカードの
新規取得等で

最大 5,000円分

健康保険証としての
利用申込みで

7,500円分

公金受取口座の登録で

7,500円分
マイナンバーカードを新たに取得し、マイナ
ポイントの申込み後、20,000円までの
チャージまたはお買い物をすると、ご利用金
額の25%のマイナポイント（上限5,000円
分）を受け取ることができます。マイナポイン
ト第1弾に申し込んでいない方が対象です。

お持ちのマイナンバーカードを、健康保
険証として利用できるよう申込み、マイ
ナポイントの申込みをするとマイナポイ
ントを受け取ることができます。

ご自身の預貯金口座を国（デジタル庁）に
登録し、マイナポイントの申込みをすると
マイナポイントを受け取ることができます。

マイナポイントとは？
マイナンバーカードを使って申込むことで最大20,000円分のポイントが受け取れます。
申込みにはキャッシュレス決済サービス※1が必要です。
※1 ＱＲコード決済（○○Pay）や電子マネー（交通系のＩＣカードなど）、クレジットカードなどのことです。
※2 現金が振り込まれるわけではありません。

● コンビニなどで各種証明書を取得

● 本人確認の際の本人確認書類として活用

● アプリでコロナワクチン接種証明書（電子版）の発行
● 各種行政手続きのオンライン申請

その他のメリット

20,000円分の最
大

マイナンバーカードのメリット

わたしも持
ってます

マイナンバ
ーカード

まだ利用申込みが済んでいない場合、マイナポイントの申込みの際に一緒に申込めます。

第二弾のマイナポイントの申込・付与
令和5年2月末まで

対象となるマイナンバーカード申請期限
令和4年9月末まで


